
 

役 員 等 選 出 規 程 

 

第１条 この規程は、会則21条に基づいて定める。 

第２条 この規程は、会長、副会長、事務局長、事務局次長、研究部長、研修部長及び監

査委員の選出に適用する。 

第３条 選出を行うために、役員等選出委員会を設置する。設置の事務は、事務局が行

う。 

第４条 役員等選出委員は前年度の幹事より５名選出する。 

  ２ 現役員等が委員になること、及び委員から役員等の候補者になることはできな

い。 

  ３ 委員の互選により委員長を１名置く。 

第５条 役員等選出委員会は、構成員の２分の１を超える出席で成立し、その過半数で議

決され、可否同数の場合は議長が決める。議長は委員長とする。 

第６条 役員等選出委員会は、次の業務を行う。 

    (1) 役員等選出委員会は、会員から役員等の候補者を推薦する。推薦にあたっ

ては会員及び役員等の意見を聴取することができる。 

    (2) 役員等選出委員会は、役員等の候補者の了解を得た後、役員等の候補者の

名前を会員に公表する。 

    (3) 役員等選出委員会は、総会において役員等の候補者を公表するに至るまで

の経過の報告を行う。 

第７条 役員等選出委員会は、役員等が総会において承認された後、その任務を終了す

る。 

第８条 役員等に欠員が生じたときは、役員会が幹事会にはかる。 

第９条 この規程の解釈及び改正は幹事会で行う。 

第10条 この規程は平成19年２月15日より施行する。 

付 則 この規程は平成29年２月23日に一部改正し、平成29年２月23日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


